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資  料 



 

 

入札・契約制度の改正について 

 

 

趣旨 

 ◇現行入札制度において、適正な利潤の確保が懸念される調査基準価格 

未満の落札が大半を占めている状況に鑑み、競争性を確保しつつ、適正 

な価格での入札を促進するため、入札・契約制度の見直しを行う。 

   

背景及び現状と課題 

◇調査基準価格未満での落札件数が大半(約７８％ ２０２／２６０件) 

◇「労務者への適切な賃金水準の確保」、「適正な額による下請契約の締結」、

「工事の安全性及び品質の確保」等に必要な費用が得られていない状況  

    

【改正内容】 

 ○工事における低入札価格調査内容の厳格化 

  ⇒ 適正な施工体制と工事内容に適合した履行を確保 
 

○総合評価方式における履行確実点の導入 

⇒ 低価格入札を排除し、適正な価格での入札を促進 

 

  

    公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な確保・育成 

 

【その他の改正】 

○低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式改正 

 

実施時期 平成３０年５月１日 

 

 

 

 

 

            

   



１ 工事における低入札価格調査内容の厳格化 

 

（１）趣旨 

労務者への適切な賃金水準の確保、適正な額による下請契約の締結、工 

事の安全及び品質の確保が、より確実に履行されるよう、低入札価格調査 

を厳格化するとともに、配置技術者の追加等を義務付ける措置を実施する。 

なお、調査の厳格化に伴い判断基準額は廃止となる。                             

 

（２）内容 

項目 調査内容 

①適切な賃金水準

の確保 

○元請及び下請業者の労務者への賃金が計画※１どおり適

正に支払われているか、工事完了後、労働基準法に基

づく賃金台帳等により確認。 

②適正な額による

下請契約の締結 

○下請の見積金額を明示した工事費内訳書及び一次下請

業者からの見積書添付を義務付け。 

○上記見積書等と施工体制台帳に添付された下請契約書

の写しとの総額の整合性を確認。 

③安全管理及び品

質確保 

○専任が義務付けられていない請負金額 3,500 万円※２未

満の工事は、主任技術者を専任で配置。 

○専任が義務付けられている請負金額 3,500 万円※２以上

の工事は、監理技術者又は主任技術者と同等の技術者

を専任で１名追加配置。 

※１ 低入札価格調査時に提出する労務者の確保計画  

※２ 建築一式工事は、7,000万円  
 

（３）適用対象工事 

   全ての工事（ただし、解体工事を除く） 

 

 

 

※ 実施時期：平成３０年５月１日 
  



２ 総合評価方式における履行確実点の導入 
 

（１）趣旨 

   工事内容を実現する確実性は、入札額の高低に関連があることは明ら       

かであり、その確実性の度合いが技術評価点に考慮されていないことから、

新たに工事の履行の確実性を評価する制度を導入する。 
 
（２）内容  

ダンピング受注を防止するため、工事の履行の確実性を評価し、技術評価

点に適切に反映させるために履行確実点を追加する。 
 

【落札者決定方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）履行確実点（５点） 

  ○ 適正な価格での入札を促進するよう設定 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）適用対象工事 

   全ての工事（ただし、解体工事を除く） 
 

（５）適用型式 

   全ての型式（特別簡易型、簡易型、標準型） 
 

※ 実施時期：平成３０年５月１日  

技術評価点 
＝ 評価値   ⇒ 評価値が最高の者が落札者 

価格 
 

［導入前］ 

  技術評価点＝標準点(100 点)＋加算点(10～30 点) 

  価格：入札価格 
 

［導入後］ 

  技術評価点＝標準点(100 点)＋加算点(10～30 点)＋履行確実点(5 点) 
 

  履行確実点：入札価格が調査基準価格未満の場合は０点とする。 

  価格：入札価格とするが、調査基準価格未満の場合は調査基準価格とする。 

現 行 改 正 

（判断基準額の廃止） 

予定価格 予定価格

厳格化約90%

調査基準価格 調査基準価格約92%
低
入

札
価

格
調

査

低
入

札
価

格
調

査

判断基準額

　　　　　　　　＜一般競争＞

100%

履行確実点

５点加点



３ 低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式改正 
  

（１）工事（土木系機械・電気設備工事） 

ア 趣旨 

   機器単体費の調査基準価格への算入率を国の電気設備工事等の取扱い 

に準じて改正する。 
 イ 内容 

調査基準価格算定式の改正（網掛け部分を改正） 

《現 行》 《改正後》 

直接工事費×１０／１０ 
機器単体費を除く直接工事費×１０／１０ 
機器単体費×９.２／１０ 

共通仮設費×９／１０ 共通仮設費×９／１０ 
現場管理費×８／１０ 現場管理費×８／１０ 
一般管理費×７／１０ 一般管理費×７／１０ 
上記の合計 上記の合計 

 
【参考】 予定価格に対する調査基準価格の割合は、現行と比べ約 0～4.3ポイント下降。 

工事種別 現行① 改正後② ②－① 

土木系  

機械・電気設備工事 
約 88.8～97.7% 約 88.8～93.4% 0～▲4.3ポイント 

   ※調査基準価格の割合は、平成 28年度工事での試算による。 

 

（２）業務委託（測量、土木コンサル） 

ア 趣旨 

国が、平成２９年４月に算定式を見直したことに伴い、県もこれまでと同

様に国に準じて改正する。 
イ 内容 

調査基準価格算定式の改正（網掛け部分を改正） 

業務区分 《現 行》 《改正後》 
上下限値 

（変更なし） 

測  量 直接測量費 ＋ 測量調査費 

＋ 諸経費×4.5/10 

直接測量費 ＋ 測量調査費 

＋ 諸経費×4.8/10 

予定価格の 

6/10～8/10 

土木ｺﾝｻﾙ 直接人件費 ＋ 直接経費  

＋ その他原価×9/10  

＋ 一般管理費×4.5/10 

直接人件費 ＋ 直接経費  

＋ その他原価×9/10  

＋ 一般管理費×4.8/10 

予定価格の 

6/10～8/10 

  ※地質、建築コンサル、補償コンサルは変更なし 
 
【参考】予定価格に対する調査基準価格の割合は、現行と比べ約１ポイント上昇。 

業務種別 現行① 改正後② ②－① 

測  量 ７７．４％ ７８．６％ １．２ポイント 

設  計 ７８．７％ ７９．７％ １．０ポイント 

   ※予定価格 1000万円程度の業務委託 

 

 

 

※ 実施時期：平成３０年５月１日 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

山口県公共工事改革推進委員会 
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■ 改正による効果 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 指名競争と一般競争の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な価格での入札の促進

 ・労働者の適切な賃金水準の確保

 ・適正な額による下請契約の締結

「公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な確保・育成」

・工事の安全及び品質の確保

・建設業の継続的な経営

・人材の確保

　　などに必要となる費用を確保

現 行 改 正 

（判断基準額の廃止） 

予定価格 予定価格 予定価格

低
入

札

価
格

調

査

＜指名競争＞ ＜一般競争＞

100%

最低制限価格 調査基準価格 調査基準価格
約92%

失格
判断基準額

厳格化約90%



■ 総合評価方式における履行確実点導入後の評価値の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入後 

 

① Ａ社の入札額  は、調査基準価格以上であるため「履行確実点」が 

加点され、評価値が  となる。 
 

 ② Ｂ社の入札額  は、調査基準価格未満であるため「履行確実点」の 

加点がなく、評価値を算定する価格が調査基準価格となることから、 

評価値が となる。 
 

 ③ Ｃ社の入札額  は、調査基準価格以上であるため「履行確実点」が 

加点され評価値は  となる。 

 
⇒ 評価値  が最も高いことからＡ社が落札者となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

導入前 導入後

入札価格

予定価格

調査基準価格

標準点

技術評価点

基準評価値

評価値

Ａ

Ｂ
Ｃ加算点

判断基準額

落札者はＢ社

標準点＋加算点

入札価格
評価値（傾き） ＝

入札価格

予定価格

調査基準価格

標準点

履行確実点

技術評価点

基準評価値

評価値 Ａ

Ｂ

Ｃ

加算点

①

②

③

標準点＋加算点＋履行確実点

入札価格※

※入札価格が調査基準価格未満の場合は、調査基準価格とする。

評価値（傾き） ＝

落札者はＡ社



■ 低入札価格調査制度における調査基準価格の算定式改正 
  
◇ 工事（土木系機械・電気設備工事） 

 
   機器単体費の調査基準価格への算入率 
 

   国土交通省 電気通信設備工事   

機器単体費 調査基準価格 

構成要素 構成比率 構成額 構成要素 算定率 算定結果 

直接製作費 ６０％ ６０ 直接工事費 ９７％ ５８．２ 

間接労務費 １０％ １０ 共通仮設費 ９０％ ９．０ 

工場管理費 ２０％ ２０ 現場管理費 ９０％ １８．０ 

一般管理費 １０％ １０ 一般管理費 ５５％ ５．５ 

合計 １００％ １００ 合計 － ９０．７ 

                       ※算定率：国土交通省基準 

 

算入率 ９．０７／１０ 

 
 

算定率を山口県基準に置換 
 

山口県 機械・電気設備工事   

機器単体費 調査基準価格 

構成要素 構成比率 構成額 構成要素 算定率 算定結果 

直接製作費 ６０％ ６０ 直接工事費 １００％ ６０．０ 

間接労務費 １０％ １０ 共通仮設費 ９０％ ９．０ 

工場管理費 ２０％ ２０ 現場管理費 ８０％ １６．０ 

一般管理費 １０％ １０ 一般管理費 ７０％ ７．０ 

合計 １００％ １００ 合計 － ９２．０ 

                       ※算定率：山口県基準  
 

算入率 ９．２／１０ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


